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共 永年00 00 10
宮 本 生 企 第 ５ ３ ０ 号県 本 部 各 部 課 長

殿
県 下 各 警 察 署 長 平 成 １ ７ 年 ８ 月 １ ７ 日

宮 城 県 警 察 本 部 長

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施

行について（通達）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成１

５年法律第１１０号。以下「法」という ）のうち、既に施行されている第６条、第７条。

及び第１５条を除くすべての規定が、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

療及び観察等に関する法律の施行期日を定める政令（平成１７年政令第２３２号。別添

１ ）に基づき、平成１７年７月１５日から施行された。。

法の概要及び法の運用に当たって警察が行うべき協力の内容については 「心神喪失等、

の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行について（通

達 （平成１６年１１月１０日付け宮本生企第９４４号）を通達したところであるが、）」

今回施行される規定のうち警察に関係するものに係る運用要領等は、下記のとおりである

ので、各警察署にあっては、これを踏まえ、その適切な運用を図られたい。

記

１ 裁判所からの所在の調査及び発見時の通知・保護関係

( ) 対象者の所在の調査（法第２４条第５項前段。別添２参照 ）1 。

ア 裁判所からの所在の調査依頼

(ｱ) 裁判所は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者（以下「対象者」と

いう ）の保護者等への調査、検察庁、保護観察所、医療機関等の関係機関への。

照会を行うなど、可能な限りの調査をした上で、警察署長に対する所在の調査を

求めることとしている。

(ｲ) 裁判所からの所在の調査の依頼は、家出人捜索願受理票（甲 （以下「受理票｣）

という ）に判明している事項を記載した上で、必要な資料を添付し、当該裁判。

所の所在地を管轄する警察署に郵送することにより行われる。

ただし、直ちに所在の調査を依頼する場合等、緊急を要する場合は、受理票及

び資料がファックスにより送付された後、原本が郵送される。

(ｳ) 郵送又はファックスにより裁判所から所在の調査の依頼を受けた警察署担当者

、 「 」 、は 速やかに受理票の 保護者等 欄に記載された裁判所の連絡担当者に連絡し

対象者の発見活動に必要な事項等について 「家出人手配登録票及び家出人手配、

解除登録の記入要領について（通達 （平成１７年８月１７日付け宮本生企第）」

５２８号）別添の記入要領を参照の上、追加して聴取を行うこと。

また、裁判所は、警察官が対象者を発見した際の裁判所への通知先として、夜

間・休日も対応可能な体制を整えることとしており、夜間・休日における連絡先

も必ず確認し、受理票の「保護者等」欄又は「補充事項」欄に記載すること。

なお、基本的に同行状（法第２６条第３項）が発付されている対象者について
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のみ裁判所からの所在の調査が求められるが、同行状が発されていない者につい

ても所在の調査を求められることがあるため、裁判所において受理票の「保護者

等の意向・発見時の措置」欄に同行状の有無を記載することとしている。同欄に

その旨が記載されていない場合は、同行状が発付されていないことを確認すると

ともに、同行状を発付する予定を確認すること。

(ｴ) 裁判所は、警察署長に所在の調査を求める際に同行状が発付されていない場合

で、事後、同行状が発付された場合には、速やかに当該警察署長に連絡すること

としている。所在の調査の依頼を受けた後に、当該対象者に対する同行状が発付

された旨の連絡を受けた警察署担当者は、直ちに受理票にその旨を記載するとと

もに、家出人手配登録の登録事項の変更等、必要な措置をとること。

イ 警察署長の措置

裁判所から所在の調査の依頼を受けた警察署長は、当該対象者については 「家、

出人発見活動要綱の制定について（通達 （昭和５１年１０月１５日付け宮警本）」

防第１８７２号、宮警本鑑第２１９９号、宮警本調第１４０２号）第２条第２項に

定める特異家出人に準じて取り扱うこと。

すなわち、裁判所から所在の調査の依頼を受けた警察署長は、同要綱第９条に定

める報告等を行った上で、同要綱第１２条から第１９条までに定める必要な手配等

を行うほか、手配を受けた警察署長は、同要綱第２１条に定める措置を行うこと。

また、裁判所から所在の調査の依頼を受けた警察署長は 「家出人手配登録実施、

要領の制定について（通達 （平成１７年８月１７日付け宮本生企第５２９号））」

に定めるところに従い、家出人手配登録を行うこと。

( ) 対象者の発見時の通知・保護（法第２４条第５項後段及び第７５条第２項）2
ア 裁判所への通知

職務質問等により、対象者を発見した場合は、１( )ア(ｳ)において確認した裁判1

所の連絡先に直ちに発見した旨を通知するとともに、対象者に対する同行状の有無

を確認すること。

イ 同行状が発付されている場合

(ｱ) 対象者の身体特徴等、本人を特定するための確認を徹底し、同行状が執行され

るまでの間、その者を保護すること（法第７５条第２項の保護においては、警察

官職務執行法第３条第１項第１号の保護と同様、保護の目的を達するために必要

な限度内において強制力を行使することも可能であるとされている 。。）

対象者を保護している間は、宮城県警察の保護に関する訓令（平成１７年宮城

県宮城県警察本部訓令第１号、以下「保護に関する訓令」という ）の定めると。

ころに従い、適正な保護に努めること。

特に、後刻、紛議等が生じた場合でも対応できるよう、保護カードの記載を徹

底すること。

(ｲ) 警察から通知を受けた裁判所は、同行状の執行者（裁判所書記官又は検察事務

官若しくは保護観察所の職員）を警察に連絡することとしている。連絡を受けた

警察署担当者は、同行状の執行者に連絡し、執行着手の時間や執行する際の体制

等について、直接確認すること。
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ウ 同行状が発付されていない場合

対象者が所在不明となっている者であることに鑑み、可能な限り住所等を聞き取

るよう努めるとともに、警察官職務執行法（昭和２３年法律１３６号）に基づく保

護等、他の法令に基づく対応が必要な場合においては、所要の措置をとること。

２ 同行状を執行する際の一時保護場所としての警察署の提供関係（法第２８条第４項）

法第２８条第４項の警察署における保護は、同行状の執行者の責任の下、執行者があ

らかじめ準備した人員により保護室を使用して行うこととなるが、同行状を執行した場

所から引致すべき場所までが遠隔であるなど、直接かつ速やかに引致することが困難な

場合であり、かつ、他に適切な保護場所がないなど、真にやむを得ない事由がある場合

に限って行うこととされている。

また、本項は、警察に対し保護の義務を課したものではなく、保護のための場所の提

供を義務付けるものでもないとされているため、同行状の執行者から警察署における保

護を行いたい旨の連絡を受けた場合は、保護室を管理者する警察署長又は当直主任がそ

の使用状況等を勘案した上で、保護場所として提供するか否か判断すること。

なお、当該保護のためにのみ必要な費用については、警察が負担する必要はないとさ

れているので留意すること。

３ 指定入院医療機関からの所在の調査関係（法第９９条第３項及び第４項）

法第９９条第３項の指定入院医療機関からの所在の調査の依頼は、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３９条第１項の規定に基づく

精神病院の管理者からの探索の依頼と同様、指定入院医療機関の管理者から当該指定入

、 。院医療機関の所在地を管轄する警察署長に対し 捜索願が出されることにより行われる

依頼を受けた警察署では、１( )イと同様、当該対象者を特異家出人に準じて取り扱1
うこと。

また、対象者を発見した場合は、原則として保護するとともに、直ちにその旨を当該

指定入院医療機関へ通知し、その者の引取りを要請すること。この場合においても、そ

の者が引き取られるまでの間、保護に関する訓令に従い、適正な保護が行われるよう十

分配意すること。

４ 警察官の援助関係（法第７５条第１項及び第９９条第２項）

( ) 警察官の援助を要請する場合の手続1

ア 裁判所が要請する場合

法第７５条第１項の規定に基づいて裁判所が警察官の援助を要請するときは、援

助要請書 別添３ ５及び７ その記載例は それぞれ別添４ ６及び８ によっ（ 、 。 、 、 。）

て行うこととされている。

裁判所が警察官の援助を要請する場合、当該援助の対象となる法第７５条第１項

前段の同行状、命令又は決定の執行を実際に行うのは、裁判所書記官又は裁判所の

指揮下にある保護観察所の職員若しくは厚生労働省（通常は、その地方支分部局で

ある地方厚生局）の職員のいずれかとなるので、要請が行われる場合には、事前に

これらの者から要請を受ける警察署長に対して連絡があり、援助の具体的方法、内

容等について所要の調整を行った上で援助要請書が発出される。ただし、緊急を要

するときは、事前の調整を経ずに、かつ、援助要請書によらずに口頭等のより簡易
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迅速な方法で要請が行われることもあるので、その場合には可能な範囲で適宜対応

すること。この場合において、要請に応じて援助を行ったときは、事後的に速やか

に援助要請書が発出されることとなる。

なお、要請の名あて人は、同項においては「警察官」とされているところ、運用

、 、 。においては 運用の便宜等を考慮して 要請は警察署長あてに行うこととしている

イ 検察官が要請する場合

法第７５条第１項の規定に基づいて検察官が警察官の援助を要請するときは、援

助要請書（別添９）によって行うこととされている。

要請が行われる場合には、事前に検察官又は検察事務官から要請を受ける警察署

に対して連絡があり、援助の具体的方法、内容等について所要の調整を行った上で

援助要請書が発出される。ただし、緊急を要するときは、事前の調整を経ずに、か

つ、援助要請書によらずに口頭等のより簡易迅速な方法で要請が行われることもあ

るので、その場合には可能な範囲で適宜対応すること。この場合において、要請に

、 。応じて援助を行ったときは 事後的に速やかに援助要請書が発出されることとなる

なお、要請の名あて人は、同項においては「警察官」とされているところ、運用

、 、 。においては 運用の便宜等を考慮して 要請は警察署長あてに行うこととしている

ウ 指定入院医療機関の管理者が要請する場合

法第９９条第２項の規定に基づいて指定入院医療機関の管理者が警察官の援助を

要請することは、極めて例外的な事態である（指定入院医療機関においては、入院

者の管理は厳重に行うので、同条第１項に規定する場合自体が極めて例外的な事態

である ）ので、要請の手続に関して特段の定めはしていない。したがって、この。

要請が行われる場合には、口頭等の適宜の方法によることになる。

( ) 警察官の援助の要請を受けた場合の留意事項2

ア 法第７５条第１項の警察官の援助の場合

法第７５条第１項前段の同行状、命令又は決定の執行及び同項後段の嘱託に係る

護送については、執行又は護送を行う者がその適正な実施についての権限と責任を

有しているのであり、これらの者においてあらかじめ十分な人員や車両等の装備を

準備するなどの十分な準備を行うべきものである。

同項の警察官の援助は、執行又は護送の対象者の行為によって当該対象者又は執

行若しくは護送に従事する者の生命、身体等に危険が及ぶおそれや当該対象者が犯

罪に及ぶおそれがあると認められる場合等にそれに対処するために求められるもの

であって、警察官は執行自体又は護送自体に従事してはならないことに留意された

い。

なお、法第４４条第１項第１号又は法第６１条第１項第１号の決定（対象者を指

定入院医療機関に入院させる旨の決定）の執行は、法第４５条第１項（法第６１条

第５項において準用する場合を含む ）の規定により厚生労働省（通常は、その地。

方支分部局である地方厚生局）の職員に執行させるものとされているが、指定入院

医療機関は限られた場所にしか存在しない（法の施行当初は、東京都内に１機関が

あるのみ ）ので、この決定の執行のための対象者の移送は、複数の都道府県にわ。

たって長距離に及ぶこともあり得る。この場合の対象者の移送に対する警察官の援
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助には、移送の全行程にわたって警察官が同行するような態様のものは含まれず、

移送の途中で対象者が一般市民と接近することが予想される地点（鉄道を用いて対

象者を移送する場合の鉄道の駅、航空機を用いて対象者を移送する場合の空港等）

における警備が援助の内容となる（したがって、援助の要請を受けるのは、当該鉄

道の駅、空港等を管轄する警察署長となる ）ので、留意されたい。。

イ 法第９９条第２項の警察官の援助の場合

法第９９条第２項の警察官の援助についても、基本的にはアと同様であるが、こ

の援助の要請が行われること自体が極めて例外的な場合であり、かつ、この援助の

要請が行われるのは極めて切迫した状況においてであると考えられるので、この援

助の要請を受けた場合には、可能な限り積極的に対応することとされたい。

５ 裁判所に出頭した対象者の裁判所同行室における待機関係

裁判所が対象者を裁判所に出頭させた場合（同行状による場合と出頭命令による場合

とがある 、裁判所同行室（第二同行室）を待機場所として利用することがあり得る。）

が、この場合において、当該同行室において対象者が他の被護送者と接触することのな

いように、待機場所として使用する時間を調整するなど、十分に留意されたい。

ただし、対象者の待機場所として同行室を利用する場合にあっても、当該要請を受け

た警察官が対象者の戒護の責任を負うことはなく、当該対象者に対する同行状の執行者

である裁判官が戒護の責任を負うこととなる。また、対象者の病状や態度等を考慮した

、 、 。上での十分な戒護の態勢は 当然に 裁判所書記官その他裁判所職員が採ることとなる

なお、裁判官が必要な事項を命じ、又は処置を執る場合において、秩序維持のために

必要があると認めるときにおける、警察官の派出要求（裁判所法第７２条第２項による

第７１条の２の準用）がなされた場合には、この限りではない。

（参考）

裁判所法（昭和２２年法律第５９号）

第７１条の２ 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため

必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求する

ことができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷

前においてもその要求をすることができる。

２ 前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は

一人の裁判官の指揮を受ける。

第７２条 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合におい

て、裁判長又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、

その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

２ 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

３ 前二項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の

場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。



別添２

裁判所からの所在の調査及び発見時の措置

（法第２４条第５項及び第７５条第２項）

裁判所における所在の調査

○ 対象者の保護者等への調査

○ 検察庁、保護観察所、医療機関等への照会等

対象者の行方が不明のとき

警察署長に対する所在の調査の依頼

○ 裁判所からその所在地を管轄する警察署長に対し、

家出人捜索願受理票及び必要資料（写真等）を郵送

ただし、緊急を要する場合はＦＡＸにより送信し、事後、原本を郵送

※ 基本的に同行状が発付されている者について依頼される。

仮にこの時点で同行状が発付されていない場合であっても、発付され

た時点で速やかにその旨が通知される。

警察署における措置

● 送付された家出人捜索願受理票等を元に裁判所から補足説明を聴取

● 必要な手配、発見活動等の実施

対象者の発見時の措置

● 警察官が職務質問等により対象者を発見した場合は、直ちに裁判所にその

旨を通知するとともに、同行状の有無を確認する。

↓ ↓

同行状が発付されている場合 同行状が発付されていない場合

同行状が執行されるまでの間（２４ 可能な限り住所等を聞き取るよう

時間に限り）保護する。（※注） 努める。

裁判所から同行状の執行者の連絡を （警察官職務執行法等、他の法令

受け、当該執行者と執行着手時間等 に基づく対応が必要な場合は所要

を打ち合わせる。 の措置をとる。）

（※注）法第７５条第２項における「保護」においては、保護の目的を達するために必

要な限度内において強制力の行使も可能であると解されている。



平成 年（ ）第 号

援 助 要 請 書

平成 年 月 日

警察署長 殿

地方裁判所

裁判官

下記１の対象者に対して，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療

及び観察等に関する法律 条 項に基づく同行状を執行するに当たり，同法７

５条１項に基づき，下記２のとおり援助を要請する。

記

１ 対 象 者
氏 名
年 齢 昭和 年 月 日生
住 居
対象行為の要旨

２ 要請事項等
○ 執行日時 平成 年 月 日 時 分

○ 執行場所

○ 出頭させるべき日時 平成 年 月 日 時 分

○ 出頭させるべき場所

○ 執行担当者

○ 要請する警察官の人数 人

○ 援助内容 出頭させるべき場所までの同行及び警備

○ その他参考事項

別添３
【 】書式１・同行状執行用



平成○○年（○○）第○○○○号

援 助 要 請 書

平成○○年○○月○○日

○○警察署長 殿

○○地方裁判所

裁判官 ○ ○ ○ ○

下記１の対象者に対して，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療

及び観察等の関する法律 条 項に基づく同行状を執行するに当たり，同法７

５条１項に基づき，下記２のとおり援助を要請する。

記

１ 対 象 者
氏 名 ○ ○ ○ ○
年 齢 昭和○○年○○月○○日生
住 居 ○○県○○市○○町○丁目○番地
対象行為の要旨

２ 要請事項等
判明している限○ 執行日時 平成○○年○○月○○日○○時○○分

りで記載する。○ 執行場所 ○○○○

○ 出頭させるべき日時 平成○○年○○月○○日○○時○○分

○ 出頭させるべき場所 ○○○○

○ 執行担当者 ○○ （ ）保護観察所の職員

○ 要請する警察官の人数 ○人

○ 援助内容 出頭させるべき場所までの同行及び警備

○ その他参考事項

別添４
【書式１・記載例】



平成 年（ ）第 号

援 助 要 請 書

平成 年 月 日

警察署長 殿

地方裁判所

裁判官

下記１の対象者に対して，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療

及び観察等に関する法律 条 項 号に基づく入院決定を執行するに当た

り，同法７５条１項に基づき，下記２のとおり援助を要請する。

記

１ 対 象 者
氏 名
年 齢 昭和 年 月 日生
住 居
対象行為の要旨

２ 要請事項等
○ 執行日時 平成 年 月 日 時 分

○ 執行場所

○ 執行担当者

○ 要請する警察官の人数 人

○ 援助内容 入院先までの同行及び警備

○ その他参考事項

別添５
【書式２・入院，再入院決定執行用】



平成○○年（○○）第○○○○号

援 助 要 請 書

平成○○年○○月○○日

○○警察署長 殿

○○地方裁判所

裁判官 ○ ○ ○ ○

下記１の対象者に対して，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療

及び観察等に関する法律○○条○○項○○号に基づく入院決定を執行するに当た

り，同法７５条１項に基づき，下記２のとおり援助を要請する。

記

１ 対 象 者
氏 名 ○ ○ ○ ○
年 齢 昭和○○年○○月○○日生
住 居 ○○県○○市○○町○丁目○番地
対象行為の要旨

２ 要請事項等
判明している限○ 執行日時 平成○○年○○月○○日○○時○○分

りで記載する。○ 執行場所 ○○○○

○ 執行担当者 ○○ （ ）厚生（支）局の職員

○ 要請する警察官の人数 ○人

○ 援助内容 入院先までの同行及び警備

○ その他参考事項

別添６
【書式２・記載例】



平成 年（ ）第 号

援 助 要 請 書

平成 年 月 日

警察署長 殿

地方裁判所

裁判官

下記１の対象者に対して，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療

及び観察等に関する法律 条 項前段に基づく鑑定入院命令［決定］を執行す

るに当たり，同法７５条１項に基づき，下記２のとおり援助を要請する。

記

１ 対 象 者
氏 名
年 齢 昭和 年 月 日生
住 居
対象行為の要旨

２ 要請事項等
○ 執行日時 平成 年 月 日 時 分

○ 執行場所

○ 入院先

○ 執行担当者

○ 要請する警察官の人数 人

○ 援助内容 入院先までの同行及び警備

○ その他参考事項

別添７
【書式３・鑑定入院命令［決定］執行用】



平成○○年（○○）第○○○○号

援 助 要 請 書

平成○○年○○月○○日

○○警察署長 殿

○○地方裁判所

裁判官 ○ ○ ○ ○

下記１の対象者に対して，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療

及び観察等に関する法律○○条○○項前段に基づく鑑定入院命令［決定］を執行す

るに当たり，同法７５条１項に基づき，下記２のとおり援助を要請する。

記

１ 対 象 者
氏 名 ○ ○ ○ ○
年 齢 昭和○○年○○月○○日生
住 居 ○○県○○市○○町○丁目○番地
対象行為の要旨

２ 要請事項等
判明している限○ 執行日時 平成○○年○○月○○日○○時○○分

りで記載する。○ 執行場所 ○○○○

○ 入院先 ○○県○○市○○町○○○○所在の○○病院

○ 執行担当者 ○○ （ ）保護観察所の職員

○ 要請する警察官の人数 ○人

○ 援助内容 入院先までの同行及び警備

○ その他参考事項

別添８
【書式３・記載例】



別添９

援 助 要 請 書

年 月 日

警察署長 殿

検 察 庁

検察官 検事

次の者について，下記のとおり同行状を執行するに当たり，心神喪失等の状態で

重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第７５条第１項に基づき

援助を要請する。

対 象 者

氏 名

年 齢 年 月 日生（ 歳）

職 業

住 居

本 籍

対象行為の要旨

〔記載例〕

記

１ 執行日時 平成 年 月 日 時

２ 執行場所 対象者の住居地（引致場所は○○地方裁判所）

３ 要請する警察官の人数 ○人

４ 援助内容 引致場所までの同行及び警備

５ その他参考事項

（注意） 事例に応じ，適宜修正を加えて使用すること。


